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付 則      

 (改 訂 履 歴 ）     

訂 番  年 ・月 ・日  頁    承  認  

0 1  0 2 . 0 4 . 0 1  －  新 規 作 成    

0 2  0 5 . 0 4 . 0 1  
 

－  
委 員 会 体 制 及 び協会 組 織 変 更     

 

0 3  

 

 0 6 . 0 7 . 0 7  

 

－  

 

ＰＳＣ名 称 見 直 し    

 0 4   0 8 . 0 5 . 0 1  

 

－  

 

委 員 会 名 称 変 更    
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エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル 倫 理 規 程  

（ 目 的 ）    

第 １ 条  運 営 委 員 会 委 員 、 審 議 委 員 会 委 員 、 評 価 レ ビ ュ ー パ ネ ル 委 員 、 原 単

位 レ ビ ュ ー パ ネ ル 委 員 、 Ｐ Ｃ Ｒ － Ｗ Ｇ 参 加 者 、 シ ス テ ム 認 定 審 査 員 、 デ

ー タ 検 証 員 、 並 び に エ コ リ ー フ 事 業 室 役 職 員 等 、 エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル

プ ロ グ ラ ム 関 係 者 に 求 め る 倫 理 規 範 を 定 め る 。  

 

（ 倫 理 規 範 ）  

第 ２ 条  エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル 実 施 ガ イ ド ラ イ ン ８ ． １ 節 に 定 め る 倫 理 規 範

を 次 の と お り 定 め る 。  

①  エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル に 係 わ る す べ て の 当 事 者 は 、 誠 意 を も っ て 業

務 を 円 滑 に 推 進 す る こ と を 心 掛 け る 。  

②  エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル に 係 わ る す べ て の 当 事 者 は 、 利 害 関 係 者 か ら

勧 誘 、 贈 り 物 等 に よ る い か な る 利 益 や 便 宜 を 受 け て は な ら な い 。  

③  エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル に 係 わ る す べ て の 当 事 者 は 、 利 害 関 係 者 に 対

し て い か な る 利 益 や 便 宜 の 供 与 を 示 唆 し て は な ら な い 。  

④  エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル に 係 わ る す べ て の 当 事 者 は 、 業 務 を 通 じ て 得

た 秘 密 を 要 す る 情 報 を 漏 洩 し て は な ら な い 。 な お 、 そ の 期 間 は 無 期 限

と す る 。  

  

付 則 （ 改 訂 履 歴 ）  

本 規 程 は 、 平 成 1 4 年 7 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

本 規 程 は 、 平 成 1 7 年 4 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

本 規 程 は 、 平 成 1 8 年 7 月 7 日 か ら 施 行 す る 。  

本 規 程 は 、 平 成 2 0 年 5 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


